
 

民間フリースクール等に通う児童生徒の保護者等に対して利用料等の一部

を補助します。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加西市民間フリースクール等利用支援補助制度 

対象児童生徒 

★次のすべての項目に当てはまる児童生徒が対象となります。 

〔１〕加西市内に在住している 

〔２〕加西市立の小学校又は中学校に在籍している 

〔３〕フリースクール等を利用しており指導要録上の出席扱いを受けている 

補助対象者 

★次のすべての項目に当てはまる対象児童生徒の保護者等が対象となります。 

〔１〕他の地方公共団体から、同種の補助金の交付を受けていない 

〔２〕市税に滞納がない 

〔３〕フリースクール等に利用料等を納入している 

補助対象経費 

授業料〔授業料、施設利用料等〕 

補助金額 

★補助金額は、対象児童生徒１人１月につき、各月分の補助対象経費の総額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた

額）と、１０，０００円のいずれか低い額となります。 

申込方法・問い合わせ 

★加西市立総合教育センターHPから、申請書をダウンロードし、持参または郵送にて、

下記宛てに提出してください。 

加西市立総合教育センターでも書類を受け取ることが可能です。 

 

 

【問い合わせ・書類提出先】 

加西市立総合教育センター  0790-42-3723 

〒675-2303 加西市北条町古坂 1173-14 

URL: https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/36/3348.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の申請から交付までの流れ（令和８年度） 

 ＳＴＥＰ２ 交付決定（市→申請者） 

※書類審査終了後、市から【補助金交付（不交付）決定通知書】が届きます。 

 ＳＴＥＰ３ 補助金請求（申請者→市） 

★請求書の提出 

・第１期 令和８年１０月２３日（金）〆切り  

・第２期 令和９年 ２月２５日（木）〆切り 

・第３期 令和９年 ３月３１日（水）〆切り 

【提出物】 

①補助金請求書（様式第 4号） 

②振込先が確認できる書類の写し（通帳の写し等） 

 ＳＴＥＰ４ 補助金交付（市→申請者） 

★請求後、交付までには１ヶ月程度必要です。 

 ＳＴＥＰ１ 交付申請（申請者→市） 

★申請書の提出 ※第１期、第２期、第３期同時申請可（期間内のみ） 

・第１期（令和８年４月～令和８年７月分）  令和８年８月１日～８月３１日 

・第２期（令和８年８月～令和８年１２月分） 令和９年１月４日～１月３１日 

・第３期（令和９年１月～令和９年３月分）  令和９年３月１日～３月３１日 

【提出物】 

①補助金交付申請書（様式第１号） 

②施設利用状況報告書（様式第２号） 

③支払状況が確認できる書類の写し（フリースクール等の領収書の写し等） 

※別途、必要な書類をご準備いただく場合もあります。 


